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(57)【要約】
【課題】複数のＬＥＤ素子から放射された異なる色の光
が透過する投光部でのグレアを低減できるとともに、照
明される被照明対象での色むらを抑制できる照明器具を
提供する。
【解決手段】器具本体５と、反射板（反射部材）１１と
、ＬＥＤ光源１５を具備する。器具本体５はＬＥＤ光源
１５からの光が透過する投光部５ｂを有する。反射板１
１を断面凹形状に形成する。器具本体５の長手方向に延
びる反射板１１の両側縁１１ａ間に投光部５ｂを配する
とともに反射板１１を投光部５ｂに対向させて器具本体
５に内蔵する。ＬＥＤ光源１５を、器具本体５の長手方
向に延びる光源基板１６に発光部１７を実装して形成す
る。発光部１７は、発光色が異なる複数のＬＥＤ素子を
有し、これらの素子を光源基板１６の長手方向に並べて
形成する。この発光部１７を、反射板１１に対向させて
この反射板１１と投光部５ｂとの間に配置する。
【選択図】　　　図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光が透過する投光部を有した器具本体と；
　この器具本体の長手方向に延びる両側縁を有して断面凹形状に形成され、前記両側縁間
に前記投光部を配するとともに前記投光部に対向して前記器具本体に内蔵された反射部材
と；
　前記器具本体の長手方向に延びる光源基板上に発光部を設けて形成されるとともに、前
記発光部を前記反射部材に対向させて前記反射部材と前記投光部との間に配置され、かつ
、前記発光部が、発光色が異なる複数のＬＥＤ素子を有していて、これらのＬＥＤ素子が
前記光源基板の長手方向に並べられているＬＥＤ光源と；
を具備することを特徴とする照明器具。
【請求項２】
　前記器具本体が拡散透光性を有しているとともに、この器具本体の内面に前記反射部材
の両側縁を接触させたことを特徴とする請求項１に記載の照明器具。
【請求項３】
　発光色が異なる複数の前記ＬＥＤ素子を並べてなる発光グループと、前記各ＬＥＤ素子
の並び方向でかつ前記発光グループの両側に夫々配置された白色ＬＥＤ素子を有している
ことを特徴とする請求項１又は２に記載の照明器具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、異なる発光色のＬＥＤ（発光ダイオード）素子が複数組み合わされたＬＥＤ
光源を備え、この光源を発光させて照明をするフロアスタンド等の照明器具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、台座に付属されたフレームに直管形の蛍光ランプを垂直に配置するとともに、こ
のランプを取巻く筒状の透光性カバーをフレームに垂直に保持した構成のフロアスタンド
が知られている。このフロアスタンドでは、直管形蛍光ランプから放射される光を、筒状
の透光性カバーに透過させて、フロアスタンドの周囲を照明できる（例えば、特許文献１
参照。）。
【特許文献１】特開２０００－３４０００６号公報（段落0005－0006、図１）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　前記フロアスタンドのように光源に蛍光ランプを用いた照明器具は、蛍光ランプの寿命
が尽きる度にランプ交換の必要があるばかりでなく、蛍光ランプが発する光の光色は一定
である。
【０００４】
　このため、寿命が半永久的なＬＥＤを蛍光ランプに代えて光源とすることが試みられて
いる。この場合、発光色が異なる複数のＬＥＤ素子を組み合わせて、これらのＬＥＤ素子
の光を所望の割合で混ぜて照明をすることにより、白色の照明光を得るだけではなく、そ
れ以外の色の光を得ることが可能である。白色の照明光を得るためには、赤色発光をする
赤色ＬＥＤ素子と、緑色発光をする緑色ＬＥＤ素子と、青色発光をする青色ＬＥＤ素子と
を組み合わせて、これらの発光色を混ぜることが一般的である。又、ＬＥＤ素子には、砲
弾形のものと、表面実装形つまりＳＭＤ（Surface Mount Device）形のものがあり、後者
はＬＥＤチップと称されている。指向性が極めて強い砲弾形のＬＥＤ素子は、演色性が求
められる場合には、複数の発光色の混色をさせることが困難であるので、フロアスタンド
等の光源としては適当ではないが、ＳＭＤ形のＬＥＤチップはその周囲に光を放射するの
で、フロアスタンド等の光源としての適用可能性が高いと考えられている。
【０００５】
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　こうした事情から本発明者は、特にＳＭＤ形の赤色、緑色、及び青色のＬＥＤチップを
、例えばこの記載順に並べて一組の発光グループとし、このグループを複数並べて直線状
に配置したＬＥＤ光源を開発した。そして、このＬＥＤ光源を、前記直管形蛍光ランプと
代替し、かつ、筒状の透光性カバーに向けて各ＬＥＤチップを対向配置させた構成のフロ
アスタンドを試作したが、以下の改善すべき課題があることが分かった。
【０００６】
　このフロアスタンドでは、ＬＥＤ光源の各ＬＥＤチップから放射された光が、直接透光
性カバーに入射しこのカバーを透過して照明をする。ところで、ＬＥＤチップは砲弾形Ｌ
ＥＤに比較しての輝度及び指向性は弱いものの、蛍光ランプに比較すると、輝度及び指向
性は強い。
【０００７】
　このため、透光性カバーにおいてＬＥＤ光源の光が透過する部位が視認される場合には
、この透過部位のグレアが高いだけではなく、ＬＥＤ光源のイメージ、つまり、直線状に
並べられた各ＬＥＤチップの発光色が色濃く前記透過部位に映る。更に、既述のように各
ＬＥＤチップから透光性カバーに向けて放射された光は、そのまま直進しつつ室内の壁面
等の被照明対象に到達する距離に応じて拡散されてしまう。そのため、各ＬＥＤチップの
発光色が被照明対象に至るまでに十分に混ざることができず、被照明対象に色むらを生じ
易いことが分かった。特に、前記発光グループのＬＥＤチップの並び方向の端に位置され
たＬＥＤチップの発光色が被照明対象において目立つことが分かった。
【０００８】
　本発明の目的は、複数のＬＥＤ素子から放射された異なる色の光が透過する投光部での
グレアを低減できるとともに、照明される被照明対象での色むらを抑制できるようにした
照明器具を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　請求項１の発明は、光が透過する投光部を有した器具本体と；この器具本体の長手方向
に延びる両側縁を有して断面凹形状に形成され、前記両側縁間に前記投光部を配するとと
もに前記投光部に対向して前記器具本体に内蔵された反射部材と；前記器具本体の長手方
向に延びる光源基板上に発光部を設けて形成されるとともに、前記発光部を前記反射部材
に対向させて前記反射部材と前記投光部との間に配置され、かつ、前記発光部が、発光色
が異なる複数のＬＥＤ素子を有していて、これらのＬＥＤ素子が前記光源基板の長手方向
に並べられているＬＥＤ光源と；を具備することを特徴としている。
【００１０】
　請求項１の発明は、フロアスタンドとして好適に実施できる他、ライティングレール用
の照明器具、棚下灯、その他細長い器具本体を有する各種の照明器具として実施可能であ
る。請求項１の発明で、器具本体の投光部は、器具本体の一部を占めて設けられるもので
あって、器具本体と一体に形成されていても、器具本体に取付けられていてもよい。これ
とともに、発光部から発した光が被照明対象に向けて透過する投光部は、光透過率が高く
光拡散性を有していることが好ましい。このような性能を与えるために、投光部を、その
光入射面又は光出射面のいずれかの面に貼着されたシート状の制光カバーを有した構成と
することができ、この場合、制光カバーにはフロスティング処理を施した透明シート又は
光透過率が５０％以上の乳白色のシート等を用いることが可能である。投光部の光透過率
が高いことは例えば室内の壁面等の被照明対象に投射される光量を多く確保する上で有効
である。又、投光部が光拡散性を有していることは、投光部への発光部のイメージが映る
ことを抑制できるだけではなく、被照明対象での色むらを抑制する上で有効である。
【００１１】
　請求項１の発明で、反射部材には、金属の地肌面でこれに入射した光を直接反射する金
属製反射板や、金属又は合成樹脂の面に反射層を積層してなる反射板等を用いることがで
きる。更に、請求項１の発明で、反射部材は投光部の長さに対応する長さを有した細長い
ものであって、この反射部材の断面の形状は凹形状であればよく、こうした形状として、
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例えば断面略コ字状でその対向する面がハ字形に開いている折れ曲がり形状、放物面等の
略半円状等を挙げることができる。
【００１２】
　請求項１の発明で、ＬＥＤ光源は、その発光部から発した光が投光部に直接向かう方向
とは異なる方向に照射方向されるように配置することで、発光部を反射部材に対向させて
設けることができる。したがって、複数のＬＥＤ光源が反射部材と投光部との間に配置さ
れる場合、反射部材又は投光部を基準として複数のＬＥＤ光源を互いに異なる角度で設け
ることも可能である。請求項１の発明で、複数色のＬＥＤ素子がなす一つの発光グループ
での各ＬＥＤ素子の並び方は任意に選定できる。
【００１３】
　請求項１の発明は、好適には、高寿命なＬＥＤ素子である赤色ＬＥＤチップ、緑色ＬＥ
Ｄチップ、及び青色ＬＥＤチップを並べてなる発光部を有したＬＥＤ光源を備えるもので
あり、この場合、各チップの発光量の比率を任意に変えることで、所望とする白色または
その他の光色を得て照明できる。この照明において、発光部が放射した光は、投光部を直
接透過することはなく、投光部とは異なる位置にある反射部材に向けて投光され、この反
射部材で投光部に向けて反射されることにより、投光部を透過して被照明対象を照明する
。このように各光を反射部材で反射させることにより、光が混じり易くなって被照明対象
での色むらが抑制される。更に、投光部に発光部のイメージが映ることも抑制されて、投
光部でのグレアを低減できる。
【００１４】
　請求項２の発明は、前記器具本体が拡散透光性を有しているとともに、この器具本体の
内面に前記反射部材の両側縁を接触させたことを特徴としている。
【００１５】
　この請求項２の発明で、器具本体は、その形成材料自体が拡散透光性を有するものであ
っても良く、或いは、透明材料に拡散透光性を与える加工、例えばフロスティング加工を
施して光拡散面を与えることによって、光拡散性を得たものであってもよい。
【００１６】
　請求項２の発明では、器具本体が拡散透光性を有しているので、照明された例えば室内
の壁面等の被照明対象で反射された光の一部を、器具本体に透過させて、この器具本体を
光らせることができる。更に、ＬＥＤ光源の光が反射部材の側縁と器具本体の内面との間
から漏れないようにしたので、発光している各ＬＥＤ素子が直線状に並んだイメージが拡
散透光性器具本体の投光部の両側に映ることを抑制できる。
【００１７】
　請求項３の発明は、前記複数色のＬＥＤ素子を並べてなる発光グループと、前記各色の
ＬＥＤ素子の並び方向でかつ前記発光グループの両側に夫々配置された白色ＬＥＤ素子を
有していることを特徴としている。
【００１８】
　この請求項３の発明では、発光グループをなした複数色のＬＥＤ素子の並び方向の端に
位置したＬＥＤ素子の発光色に、このＬＥＤ素子に対して並べ方向に隣接された白色ＬＥ
Ｄの白色光を混ざるので、前記並び方向の端に位置したＬＥＤ素子の発光色が目立つこと
を抑制できる。
【発明の効果】
【００１９】
　請求項１の発明の照明器具によれば、発光色が異なる複数のＬＥＤ素子から放射された
光が透過する投光部でのグレアを低減できるとともに、照明される被照明対象での色むら
を抑制できる。
【００２０】
　請求項２の発明の照明器具によれば、器具本体を光らせることができるとともに、この
器具本体の投光部の両側に、発光している各ＬＥＤ素子のイメージが映ることを抑制でき
る。
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【００２１】
　請求項３の発明の照明器具によれば、発光グループをなす複数色のＬＥＤ素子の並び方
向の端に位置されたＬＥＤ素子の発光色が目立つことを抑制して、被照明対象での色むら
抑制をより促進できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　図１～図４を参照して本発明の第１実施形態を説明する。
【００２３】
　図１及び図２中符号１は照明器具例えばフロアスタンドを示している。このフロアスタ
ンド１は、台座２、器具本体５、反射部材例えば反射板１１、ＬＥＤ光源１５、及び図示
しない点灯装置等を備えている。
【００２４】
　台座２は例えば円形である。器具本体５は、細長い円筒形状をなしており、その下端部
を台座２に連結して台座２上に起立している。この場合、図２に示すように器具本体５は
その中心を台座２の中心からずらして配置されている。
【００２５】
　器具本体５は、上下両端が開放された円筒形の筒状体６に、この筒状体６の上端開口を
閉じる天板７を取付けて形成されている。筒状体６は透光性材料例えばガラスで形成され
ていて、その外面は、この面に微小な凹凸を作るフロスティング処理により粗面化されて
いる。つまり、筒状体６は全体が所謂擦りガラスで作られていて、拡散透光性を有してい
る。
【００２６】
　器具本体５の下部５ａの外面には例えば台座２と同色の塗料が塗られている。この塗料
により器具本体５の下部５ａでは光が拡散透光することがないようにしている。器具本体
５はその上部に投光部５ｂを有している。投光部５ｂは、器具本体５の周方向の一部を占
めて、この器具本体５の長手方向(本実施形態では上下方向)に延びて設けられている。
【００２７】
　投光部５ｂは、後で詳述する反射板１１とともにフロアスタンド１の照明方向を規定す
るものである。本実施形態の場合、照射光の輝度を低減しつつ更なる光拡散性を投光部５
ｂに与えるために、投光部５ｂの表面にシート状をなす透光性の制光カバー５ｃが貼付け
られている。制光カバー５ｃは光透過率が５０％以上の乳白色のシート又は光拡散性のシ
ート等からなる。
【００２８】
　図中符号８は器具本体５内に配置された柱を示している。この柱８は天板７と台座２と
にわたっているとともに、図２及び図３に示すように器具本体５の中心から投光部５ｂに
近付くようにずらして設けられている。
【００２９】
　反射板１１は、投光部５ｂの上下方向の長さと略同じ長さを有し、その長手方向と直交
する方向の断面形状は、図２及び図３に示すように凹形状、例えば半円状をなしている。
反射板１１は投光部５ｂと対向して器具本体５に内蔵されている。この反射板１１は柱８
の上部に固定されている。
【００３０】
　反射板１１の長手方向と直交する二つの側縁１１ａは、器具本体５の内面に好ましくは
密に接触されている。なお、投光部５ｂ以外が拡散透過性を有さない構成の器具本体５と
したフロアスタンドを構成する場合、反射板１１の側縁１１ａは器具本体５の内面に近接
させてもよい。反射板１１の両側縁１１ａ間に投光部５ｂが位置されている。反射板１１
と器具本体５の投光部５ｂとの間に筒状の光源配置スペースＳが形成されている。この光
源配置スペースＳは、器具本体５の長手方向に延びていて、その上下両端はいずれも開放
されている。
【００３１】
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　図１～図４に示すようにＬＥＤ光源１５は細長い一つの光源基板１６上に少なくとも一
個例えば複数の発光部１７を取付けて形成されている。ＬＥＤ光源１５は、その発光部１
７を反射板１１に対向させるとともに光源基板１６を投光部５ｂに対向させて光源配置ス
ペースＳに、器具本体５の長手方向に延びて配置されている。このＬＥＤ光源１５は図示
しない固定手段により反射板１１に固定されている。
【００３２】
　図４等に示すように発光部１７は、発光部基板１８上に複数色のＬＥＤ素子、例えばＳ
ＭＤ形ＬＥＤ（発光ダイオード）チップを複数実装して形成されている。ＬＥＤチップに
は、赤色発光をする赤色ＬＥＤ素子である赤色ＬＥＤチップ１９と、緑色発光をする緑色
ＬＥＤ素子である緑色ＬＥＤチップ２０と、青色発光をする青色発光をする青色ＬＥＤ素
子である青色ＬＥＤチップ２１が用いられている。所定の配列例えば以下の記載順序で発
光部基板１８の長手方向に並べられた赤色ＬＥＤチップ１９、緑色ＬＥＤチップ２０、及
び青色ＬＥＤ２１は、一つの発光グループＧを形成しており、図４に示した例では七つの
発光グループＧが一つの発光部基板１８に対しその長手方向に繰り返し並ぶように実装さ
れている。反射板１１に対向した各ＬＥＤチップは、電気的に直列に接続されていて、発
光部基板１８の長手方向両端部に設けられた一対の給電端子２５，２６を介して通電され
る。給電端子２５，２６には図示しない点灯装置に接続された電線の端末が接続される。
【００３３】
　点灯装置は、台座２又は器具本体５の下部に内蔵されるか、又はフロアスタンド１とは
別置きされる。この点灯装置は、図示しないリモートコントローラによって指示された所
望の点灯モードで各ＬＥＤチップを点灯させることができるようになっている。
【００３４】
　前記構成のフロアスタンド１は、その投光部５ｂを室内の壁面に対向させて使用される
。このフロアスタンド１は、赤色ＬＥＤチップ１９、緑色ＬＥＤチップ２０、及び青色Ｌ
ＥＤチップ２１を繰り返し並べて直線状とした発光部１７を有するＬＥＤ光源１５を備え
ているので、このＬＥＤ光源１５を点灯させることによって、前記壁面つまり被照明対象
を照射して室内を間接照明できる。この照明での標準の使用状態では、赤色ＬＥＤチップ
１９、緑色ＬＥＤチップ２０、及び青色ＬＥＤチップ２１の発光量が所定の比率になって
いるので、これら三色の混合により白色光を得て照明できる。又、使用者が点灯装置を調
整し各ＬＥＤチップの発光量の比率を任意に変えることで、好みに応じた他の光色を得て
照明をすることができる。
【００３５】
　以上の照明において、発光部１７の各ＬＥＤチップ１９～２１から放射された光は、直
接投光部５ｂに向かってこの投光部５ｂを透過することはなく、まず、反射板１１に向け
て投光される。この場合、発光部１７から放射された光の多くはＬＥＤ光源１５を境に投
光部５ｂと反対側に投光される。それ以外にもＳＭＤ形ＬＥＤチップ１９～２１は、その
側方、つまり、ＬＥＤ光源１５の幅方向（図３において左右方向）にも投光する。そして
、この側方への光も投光部５ｂに直接向かうのではなく、まず、反射板１１に向けて投光
され、それにより反射板１１に入射した光が、その入射角度に応じた様々な方向に反射さ
れて、投光部５ｂを透過する。
【００３６】
　このように各ＬＥＤチップ１９～２１が放射した光を反射板１１で様々な方向に反射さ
せることにより、投光部５ｂに透過させて被照明対象である壁面を照明するので、指向性
が強い各ＬＥＤチップ１９～２１の光を容易に混ぜることができる。このため、被照明対
象である室内の壁面での色むらを抑制できる。
【００３７】
　しかも、本実施形態では、投光部５ｂ及びこの投光部５ｂを覆った制光カバー５ｃで、
これらを通過する各色の光を拡散するので、この点においても被照明対象である室内の壁
面での色むらを抑制できる。この場合、反射板１１及びＬＥＤ光源１５を器具本体５の中
心よりも投光部５ｂ側に寄せて、被照明対象である室内の壁面に到達するまでの光路長を
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短くし、光が減衰し難くしたので、制光カバー５ｃ等による光量の低減を緩和できる。
【００３８】
　更に、既述のように各ＬＥＤチップ１９～２１が放射した光を投光部５ｂに直接透過さ
せないとともに、光源基板１６の存在によって、発光部１７のイメージ、具体的には各Ｌ
ＥＤチップ１９～２１によるＲ（赤色）、Ｇ（緑色）、Ｂ（青色）が繰り返して直線状に
並んだ光のラインが、投光部５ｂに映ることが抑制される。このため、投光部５ｂが視認
される場合にも、投光部５ｂでのグレアを低減できる。なお、投光部５ｂに対して逆側に
放射されて反射板１１の幅方向中央部で反射された光の一部はＬＥＤ光源１５の特に光源
基板１６で遮光されるので、その影が投光部５ｂの幅方向中央部に映る。しかし、反射板
１１の幅方向両側部で反射された光の一部が投光部５ｂの幅方向中央部に差し込むので、
前記影を目立たないように薄くできる。
【００３９】
　その上、各ＬＥＤチップ１９～２１が発した光を例えば断面半円状の反射板１１で反射
させて投光部５ｂに透過させることにより、各ＬＥＤチップ１９～２１から指向性が高い
光が放射されるにも拘らず、投光部５ｂを通ってこの投光部５ｂの真正面に対向した部位
のみが照射されるだけではなく、被照明対象である室内の壁面を照射する光の角度が広く
なるので、その周囲を含めて広範囲に照明できる。
【００４０】
　又、器具本体５は拡散透光性を有しているので、既述のように例えば室内の壁面等に照
明されて被照明対象で反射された光の一部を、器具本体５に透過させて、この器具本体５
を柔らかく光らせることができる。しかも、この場合、反射板１１で反射されて投光部５
ｂを通過する光の一部が、拡散透光性の投光部５ｂを一体に有した器具本体５全体に導光
されるので、この点においても器具本体５を柔らかく光らせることができる。そのため、
フロアスタンド１を含めてこれで照明された室内の壁面を視認する場合に、フロアスタン
ド１の上部が黒く視認されて、異質な感じを与えないようにできる。
【００４１】
　更に、反射板１１の両側縁１１ａを器具本体５の内面に接触させたので、ＬＥＤ光源１
５の光が反射板１１の側縁１１ａと器具本体５の内面との間から漏れないようにできる。
このため、発光部１７の発光している各ＬＥＤチップ１９～２１のイメージ、具体的には
各ＬＥＤチップ１９～２１によるＲ（赤色）、Ｇ（緑色）、Ｂ（青色）が繰り返して直線
状に並んだ光のラインが、投光部５ｂの幅方向両側に映ることを抑制できる。
【００４２】
　図５は本発明の第２実施形態を示している。第２実施形態は以下説明する事項以外は、
第１実施形態と同じであるので、同じ構成については第１実施形態と同じ符号を付してそ
の説明を省略する。
【００４３】
　第２実施形態は、ＬＥＤ光源１５に、白色発光をする白色ＬＥＤ素子例えばＳＭＤ形の
白色ＬＥＤ２２を追加した点が第１実施形態と異なる。白色ＬＥＤ２２は、例えばＬＥＤ
チップとこれを封止した透光性封止材中に混ぜられた蛍光体とからなる。この白色ＬＥＤ
２２で、使用するＬＥＤチップが青色ＬＥＤチップの場合には、青色光を吸収して黄色の
光を放射する蛍光体が組み合わされる。同じく白色ＬＥＤ２２で、使用するＬＥＤチップ
が紫外光を発する紫外ＬＥＤチップの場合には、紫外光を吸収して赤色、黄色、青色の各
の光を放射する三種の蛍光体が組み合わされる。
【００４４】
　この白色ＬＥＤ２２は、赤色ＬＥＤチップ１９、緑色ＬＥＤチップ２０、及び青色ＬＥ
Ｄチップ２１により形成された発光グループＧの並び方向両端に隣接して夫々配置されて
いる。なお、図５では各ＬＥＤチップの識別を容易にするために便宜上、赤色ＬＥＤチッ
プ１９、緑色ＬＥＤチップ２０、及び青色ＬＥＤチップ２１を黒く塗って示し、白色ＬＥ
Ｄ２２は白抜きにして示した。
【００４５】
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　以上説明した事項以外は図５に示されない部分を含めて第１実施形態と同じである。し
たがって、第２実施形態のフロアスタンド１も、第１実施形態と同様の作用を得て、各Ｌ
ＥＤチップから放射された光が透過する投光部でのグレアを低減できるとともに、照明さ
れる被照明対象での色むらを抑制できる。
【００４６】
　しかも、以上のように白色ＬＥＤ２２を設けたことにより、この白色ＬＥＤ２２に最も
近い位置の赤色ＬＥＤチップ１９の赤色光又は青色ＬＥＤチップ２１の青色光に、白色Ｌ
ＥＤ２２の白色光を混ぜることができる。このため、一つの発光グループＧ１９をなした
ＲＧＢの各ＬＥＤチップ１９～２１の内で、それらの並び方向の端に位置したＬＥＤチッ
プの光が目立たなくなるので、部屋の壁等の被照明対象での色むらの抑制をより促進でき
る。
【図面の簡単な説明】
【００４７】
【図１】（Ａ）は本発明の第１実施形態に係るフロアスタンドを一部断面して示す側面図
。（Ｂ）は第１実施形態のフロアスタンドを一部断面して示す正面図。
【図２】第１実施形態のフロアスタンドを一部断面して示す平面図。
【図３】図１（Ａ）中Ｆ３－Ｆ３線に沿って示す拡大断面図。
【図４】第１実施形態のフロアスタンドが備えるＬＥＤ光源を示す正面図。
【図５】本発明の第２実施形態のフロアスタンドの上部を一部断面して示す背面図。
【符号の説明】
【００４８】
　１…フロアスタンド（照明器具）、５…器具本体、５ｂ…器具本体の投光部、５ｃ…制
光カバー、６…器具本体の筒状体、１１…反射板（反射部材）、１１ａ…反射板（反射部
材）の側縁、Ｓ…光源配置スペース、１５…ＬＥＤ光源、１６…光源基板、１７…発光部
、１８…発光部基板、１９…赤色ＬＥＤチップ（赤色ＬＥＤ素子）、２０…緑色ＬＥＤチ
ップ（緑色ＬＥＤ素子）、２１…青色ＬＥＤチップ（青色ＬＥＤ素子）、２２…白色ＬＥ
Ｄ（白色ＥＤ素子）
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